
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）
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①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格
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住宅 中規模一般住宅等が建ち
並ぶ閑静な住宅地域

吉祥寺1.3 ㎞

特にない 基準方位北　　　
５．４ｍ市道

吉祥寺駅　南東方1.3 
㎞

景気が緩やかに回復し資金調達環境が概ね良好な中、市内の不動産需
要は堅調で、地価の上昇傾向が顕著。

吉祥寺駅から徒歩限界圏にある良好な住環境を維持している人気の高
い準優良住宅地域で、地域要因に変動はない。

個別的要因に変動はない。

吉祥寺駅から徒歩限界圏の中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な準優良住宅地域として、今後も現状を維持していく
ものと予測する。　需要は底堅く地価は上昇傾向。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格
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(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]
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(１)価格時点
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円
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(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

中規模一般住宅が整然と建ち並ぶ閑静な住宅地域で、第一種低層住居専用地域に属し容積率が低いことから収益価格は
低位に試算された。最寄駅から徒歩限界圏の快適性を指向する住宅地域であり、需要の中心は居住を目的とする自用地
の取引であることから、周辺類似地域の一般住宅地の取引価格から求めた比準価格を重視して収益価格は参考に留め、
指定基準地との検討を踏まえて、鑑定評価額を上記の通り決定した。

同一需給圏はＪＲ中央線・京王井の頭線沿線の準優良住宅地域で、武蔵野市東部・三鷹市北東部を中心に杉並区・世田
谷区も含む。需要者は上記圏域に居住し都内に通勤する中高額所得層が中心である。人気の高い吉祥寺エリア内に存す
る徒歩圏内の住宅地として従来から需要は底堅い一方で、供給はかなり少ないため高値での取引となっている。市場の
中心価格帯は１２０㎡程度の土地で９千万円前後、新築戸建住宅で総額１．２億円前後。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

武蔵野(都) － 3

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 6

令和 6 7 1

令和 6 7 5

武蔵野(都)　 － 3 東京都 多摩第１ 不動産鑑定士 川邊　節子

有限会社ＫＹ不動産鑑定事務所

令和 6 6 20

令和 6 7 3

武蔵野市吉祥寺南町三丁目２５２８番６６
「吉祥寺南町３－３１－１１」
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